
JP 2009-510621 A5 2009.10.22

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成21年10月22日(2009.10.22)

【公表番号】特表2009-510621(P2009-510621A)
【公表日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-010
【出願番号】特願2008-533564(P2008-533564)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/00    ６０１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月4日(2009.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電子メッセージを処理するためのコンピュータ補助方法であって、前記電子メッセ
ージは送付元と少なくとも１つの受信先とを有し、
　前記電子メッセージの受信先を見直すステップと、
　前記電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価するステッ
プと、
　前記潜在的に間違っている受信先が正しいか否か評価することを、前記送付元に催促す
るステップと、
を備えている、コンピュータ補助方法。
【請求項２】
　請求項１記載のコンピュータ補助方法において、前記送付元は連絡先リストを有し、前
記評価するステップは、
　前記受信先が前記連絡先リストに含まれているか否か判断し、
　前記連絡先リストにない受信先を、潜在的に誤っていると見なす、
ことを含む、コンピュータ補助方法。
【請求項３】
　請求項２記載のコンピュータ補助方法であって、更に、前記送付元が、前記潜在的に間
違っている受信先が正しいと判断した後、前記潜在的に間違っている受信先の少なくとも
１つを前記連絡先リストに追加するステップを含む、コンピュータ補助方法。
【請求項４】
　請求項３記載のコンピュータ補助方法であって、更に、
　第２電子メッセージの受信先を見直すステップであって、前記第２電子メッセージは、
前記第１メッセージの前記送付元とは異なる送付元を有する、ステップと、
　前記第２電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価するス
テップと、
　前記潜在的に間違っている受信先が正しいか否か評価することを、前記第２電子メッセ
ージの前記送付元に催促するステップと、
　前記第２メッセージの前記送付元が、前記潜在的に間違っている受信先が正しいと判断
した後に、前記潜在的に間違っている受信先を前記連絡先リストに追加するステップと、
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を含む、コンピュータ補助方法。
【請求項５】
　請求項１記載のコンピュータ補助方法において、前記電子メッセージは電子メールであ
り、該電子メールを前記受信先の電子メール・アカウントにアドレス指定し、前記送付元
は連絡先リストを有し、前記評価するステップは、
　前記電子メール・アカウントのドメイン名が前記送付元の連絡先リストに含まれている
か否か判断するステップと、
　前記連絡先リストにドメイン名がない電子メール・アカウントを有する受信先を、潜在
的に間違っていると見なすステップと、
を含む、コンピュータ補助方法。
【請求項６】
　請求項１記載のコンピュータ補助方法において、前記電子メッセージは電子メールであ
り、該電子メールを前記受信先の電子メール・アカウントにアドレス指定し、前記評価す
るステップは、
　前記送付元と同じドメイン名を有する前記受信先の電子メール・アカウントを計数する
ことにより、第１数を計算し、
　前記送付元とは異なるドメイン名を有する前記受信先の電子メール・アカウントを計数
することにより、第２数を計算し、
　前記第２数の前記第１数に対する比率が所定値を超えた場合、前記受信先が正しいこと
を確認することを前記送付元に催促する、
ことを含む、コンピュータ補助方法。
【請求項７】
　請求項１記載のコンピュータ補助方法において、前記送付元は連絡先リストを有し、前
記評価するステップは、
　受信先の名称が、前記連絡先リストにおける少なくとも２つの名称と実質的に同様であ
るか否か判断し、
　前記受信先が正しいことを確認することを前記送付元に催促する、
ことを含む、コンピュータ補助方法。
【請求項８】
　請求項１記載のコンピュータ補助方法において、前記評価するステップは、前記電子メ
ッセージが規則のセットの少なくとも１つを満たすか否か判断するために、前記電子メッ
セージを検査することを含み、前記方法は、更に、前記送付元が、前記潜在的に間違って
いる受信先が正しいと判断した後に、前記規則の少なくとも１つを修正することを含む、
コンピュータ補助方法。
【請求項９】
　第１電子メッセージを処理するためのコンピュータ読み取り可能媒体であって、前記電
子メッセージは少なくとも１つの受信先を有し、前記媒体は、
　前記電子メッセージの受信先を見直し、該メッセージは送付元を有し、
　前記電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価し、
　前記潜在的に間違っている受信先が正しいか否か評価することを、前記送付元に催促す
る、
コンピュータ実行可能命令を備えている、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１０】
　請求項９記載のコンピュータ読み取り可能媒体において、前記送付元は連絡先リストを
有し、前記媒体は、更に、
　前記受信先が前記連絡先リストに含まれているか否か判断し、
　前記連絡先リストにない受信先を、潜在的に誤っていると見なす、
コンピュータ実行可能命令を備えている、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１１】
　請求項１０記載のコンピュータ読み取り可能媒体において、更に、前記送付元が、前記
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潜在的に間違っている受信先が正しいと判断した後、前記潜在的に間違っている受信先を
前記連絡先リストに追加するコンピュータ実行可能命令を備えている、コンピュータ読み
取り可能媒体。
【請求項１２】
　請求項１１記載のコンピュータ読み取り可能媒体であって、更に、
　第２電子メッセージの受信先を見直し、前記第２電子メッセージは、前記第１メッセー
ジの前記送付元とは異なる送付元を有し、
　前記第２電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価し、
　前記潜在的に間違っている受信先が正しいか否か評価することを、前記第２電子メッセ
ージの前記送付元に催促し、
　前記第２メッセージの前記送付元が、前記潜在的に間違っている受信先が正しいと判断
した後に、前記潜在的に間違っている受信先を前記連絡先リストに追加する、
コンピュータ実行可能命令を備えている、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１３】
　請求項９記載のコンピュータ読み取り可能媒体において、前記電子メッセージは電子メ
ールであり、該電子メールを前記受信先の電子メール・アカウントにアドレス指定し、前
記送付元は連絡先リストを有し、前記第２電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に
間違っているか否か評価する前記命令は、
　前記電子メール・アカウントのドメイン名が前記送付元の連絡先リストに含まれている
か否か判断し、
　前記連絡先リストにドメイン名がない電子メール・アカウントを有する受信先を、潜在
的に間違っていると見なす、
命令を含む、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１４】
　請求項９記載のコンピュータ読み取り可能媒体において、前記電子メッセージは電子メ
ールであり、該電子メールを前記受信先の電子メール・アカウントにアドレス指定し、前
記第２電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価する前記命
令は、
　前記送付元と同じドメイン名を有する前記受信先の電子メール・アカウントを計数する
ことにより、第１数を計算し、
　前記送付元とは異なるドメイン名を有する前記受信先の電子メール・アカウントを計数
することにより、第２数を計算し、
　前記第２数の前記第１数に対する比率が所定値を超えた場合、前記受信先が正しいこと
を確認することを前記送付元に催促する、
命令を含む、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１５】
　請求項９記載のコンピュータ読み取り可能媒体において、前記送付元は連絡先リストを
有し、前記第２電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価す
る前記命令は、
　前記受信先の名称が、前記連絡先リストにおける名称と実質的に同様であるか否か判断
し、
　前記受信先が正しいことを確認することを前記第１送付元に催促する、
命令を含む、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１６】
　請求項９記載のコンピュータ読み取り可能媒体において、前記評価する命令は、前記電
子メッセージが規則のセットの少なくとも１つを満たすか否か判断するために、前記電子
メッセージを検査する命令を含み、前記媒体は、更に、前記送付元が、前記潜在的に間違
っている受信先が正しいと判断した後に、前記規則の少なくとも１つを修正する命令を含
む、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１７】
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　第１電子メッセージを処理するためのコンピュータ補助システムであって、前記電子メ
ッセージは送付元と少なくとも１つの受信先とを有し、
　前記電子メッセージの受信先を見直し、
　前記電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価し、
　前記潜在的に間違っている受信先が正しいか否か評価することを、前記送付元に催促す
る、
電子メール通信管理モジュールを備えている、コンピュータ補助システム。
【請求項１８】
　請求項１７記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記送付元は連絡先リストを有
し、前記モジュールは、
　前記受信先が前記連絡先リストに含まれているか否か判断し、
　前記連絡先リストにない受信先を、潜在的に誤っているとみなす、
ことによって前記評価を実行する、コンピュータ補助システム。
【請求項１９】
　請求項１８記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記モジュールは、更に、前記
送付元が、前記潜在的に間違っている受信先が正しいと判断した後、前記潜在的に間違っ
ている受信先の少なくとも１つを前記連絡先リストに追加する、コンピュータ補助システ
ム。
【請求項２０】
　請求項１９記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記モジュールは、更に、
　第２電子メッセージの受信先を見直し、前記第２電子メッセージは、前記第１メッセー
ジの前記送付元とは異なる送付元を有し、
　前記第２電子メッセージの受信先のいずれかが潜在的に間違っているか否か評価し、
　前記潜在的に間違っている受信先が正しいか否か評価することを、前記第２電子メッセ
ージの前記送付元に催促し、
　前記第２メッセージの前記送付元が、前記潜在的に間違っている受信先が正しいと判断
した後に、前記潜在的に間違っている受信先を前記連絡先リストに追加する、コンピュー
タ補助システム。
【請求項２１】
　請求項１７記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記電子メッセージは電子メー
ルであり、該電子メールを前記受信先の電子メール・アカウントにアドレス指定し、前記
送付元は連絡先リストを有し、前記モジュールは、
　前記電子メール・アカウントのドメイン名が前記送付元の連絡先リストに含まれている
か否か判断し、
　前記連絡先リストにドメイン名がない電子メール・アカウントを有する受信先を、潜在
的に間違っているとみなす、
ことによって前記評価を実行する、コンピュータ補助システム。
【請求項２２】
　請求項１７記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記電子メッセージは電子メー
ルであり、該電子メールを前記受信先の電子メール・アカウントにアドレス指定し、前記
モジュールは、
　前記送付元と同じドメイン名を有する前記受信先の電子メール・アカウントを計数する
ことにより、第１数を計算し、
　前記送付元とは異なるドメイン名を有する前記受信先の電子メール・アカウントを計数
することにより、第２数を計算し、
　前記第２数の前記第１数に対する比率が所定値を超えた場合、前記受信先が正しいこと
を確認することを前記送付元に催促する、
ことによって前記評価を実行する、コンピュータ補助システム。
【請求項２３】
　請求項１７記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記送付元は連絡先リストを有
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し、前記モジュールは、
　受信先の名称が、前記連絡先リストにおける少なくとも２つの名称と実質的に同様であ
るか否か判断し、
　前記受信先が正しいことを確認することを前記送付元に催促する、
ことによって前記評価を実行する、コンピュータ補助システム。
【請求項２４】
　請求項１７記載のコンピュータ補助システムにおいて、前記モジュールは、前記電子メ
ッセージが規則のセットの少なくとも１つを満たすか否か判断するために、前記電子メッ
セージを検査することによって前記評価を実行し、前記モジュールは、前記送付元が、前
記潜在的に間違っている受信先が正しいと判断した後に、前記規則の少なくとも１つを修
正する、コンピュータ補助システム。
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